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地域支援機関

・地域包括支援センター
・障がい者基幹相談支援センター
・在宅医療・介護連携相談支援室
・医療関係機関
・福祉・介護関係機関、事業者
・きらめきセンター
・地域子育て支援センター
・子ども・子育てプラザ
・学校園・保育所
・警察署、消防署 等

地域の担い手

・地域活動協議会
・連合振興町会
・地区・校下社会福祉協議会
・地域女性団体協議会
・民生委員・児童委員
・老人クラブ
・保護司
・更生保護女性会
・青少年指導員
・子ども会
・ＰＴＡ
・ネットワーク委員会
・医師会、歯科医師会、薬剤
師会
・当事者団体
・コミュニティサロン
・こども食堂
・NPO ・ボランティア団体 等

区 民

法定協議会等

・地域包括支援センター運営協議会
（地域ケア推進会議）
・地域包括ケアシステム推進会議
・地域自立支援協議会
・障がい者虐待防止連絡会議
・高齢者虐待防止連絡会議
・要保護児童対策地域協議会
・ひとり親家庭等支援部会

新たな福島区地域福祉推進体制イメージ図 （令和５年度～）

福島区社会福祉協議会

福祉分野別の支援会議 （現在の各専門部会を名称変更）

令和4年10月

高齢者支援会議
（生活支援体制整備事業
協議体会議と併催）

障がい者支援会議
（地域自立支援協議会

と併催）

子育て支援会議
（要保護児童対策地域協議
会代表者会議、ひとり親家
庭等支援部会と併催）

区政会議
（保健福祉・総務部会）


